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電
気
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○
電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）

改

正

案

現

行

第
七
十
三
条
の
六
の
二

法
第
五
十
条
の
二
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
事
業
用
電
気
工
作
物
は
、
出
力
三
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
火
力
発
電

設
備
（
内
燃
力
を
原
動
力
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
属
す
る
電
気
工
作

物
（
当
該
電
気
工
作
物
の
構
造
そ
の
他
の
関
係
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
（

令
第
九
条
の
表
第
九
号
の
二
の
権
限
に
係
る
電
気
工
作
物
に
係
る
場
合
は

、
当
該
権
限
を
行
使
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
指
示
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
指
示
を
し
た
場
合
に
は
、
登
録
安
全
管
理

審
査
機
関
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

第
九
十
四
条
の
五
の
二

第
七
十
三
条
の
六
の
二
の
規
定
は
、
法
第
五
十
五

条
第
四
項
の
原
子
力
を
原
動
力
と
す
る
発
電
用
の
特
定
電
気
工
作
物
以
外

の
電
気
工
作
物
で
あ
っ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
に
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
十
三
条
の
六
の
二
第
一
項
中
「
令
第
九
条
の

表
第
九
号
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
九
条
の
表
第
十
二
号
の
二
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
に
行
わ
せ
る
審
査
の
範
囲
）

第
百
五
条

法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
が
登
録
安
全

管
理
審
査
機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
審
査
の
範
囲
は
、
次
に
掲
げ

る
と
お
り
と
す
る
。

一

使
用
前
安
全
管
理
審
査
で
あ
っ
て
、
出
力
三
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の

火
力
発
電
設
備
（
内
燃
力
を
原
動
力
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
属
す

る
電
気
工
作
物
の
み
に
係
る
使
用
前
自
主
検
査
を
行
う
組
織
に
関
す
る

も
の

二

溶
接
安
全
管
理
審
査

三

定
期
安
全
管
理
審
査
で
あ
っ
て
、
出
力
三
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
火

力
発
電
設
備
（
内
燃
力
を
原
動
力
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
属
す
る
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電
気
工
作
物
の
み
に
係
る
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
組
織
に
関
す
る
も

の

２

前
項
に
規
定
す
る
電
気
工
作
物
の
構
造
、
材
質
、
溶
接
の
方
法
そ
の
他

の
関
係
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
（
令
第
九
条

の
表
第
九
号
の
二
、
第
十

号
又
は
第
十
二
号
の
二
の
権
限
に
係
る
電
気
工
作
物
に
係
る
場
合
は
、
当

該
権
限
を
行
使
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
が
自
ら
使
用
前
安
全
管
理
審
査
、
溶
接
安
全
管
理
審
査
又
は
定
期
安

全
管
理
審
査
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
安
全
管
理
審
査
」
と
い
う

。
）
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
、
当
該
安
全
管
理
審
査
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
指
示
し
た
場
合
は
、
当
該
指

示
に
係
る
電
気
工
作
物
に
係
る
安
全
管
理
審
査
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
自

ら
行
う
も
の
と
す
る
。

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
指
示
を
し
た
場
合
に
は
、
登
録
安
全
管
理

審
査
機
関
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。


